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は じ め に 

「すべての運送事業者は、経営トップから現場の職員に至るまで、輸送の安

全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の

安全性の向上に努める」ことを義務付けた『運輸安全一括法』が、平成１８年

１０月に施行されました。 

これを受け、川崎市バスでは、「川崎市交通局旅客自動車運送事業安全管理

規程（以下、「安全管理規程」という。）」を制定し、輸送の安全性の向上に

努め、お客様の安全を最優先とした、人にやさしいバスを目指しています。 

本書は、旅客自動車運送事業運輸規則（国土交通省令）に基づき、川崎市バ

スが平成２３年度に実施した輸送の安全に関する情報及び平成２４年度の取

組みについて、輸送の安全に関する基本方針や輸送の安全に関する目標及び目

標の達成状況、事故に係る情報などを公表するものです。 

市バスイメージキャラクター
「かわさきノルフィン」
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Ⅰ 運輸安全マネジメントに関する取組み 

１ 川崎市交通局安全方針 

     「川崎市交通局安全方針」を次のとおり定めています。 

川崎市交通局安全方針 

  私たちは、どなたにも安心してご利用いただける市バスをめざし

て、次のことに取り組みます。 

  １ 安全最優先を徹底します。 

  ２ 法令・規則等のルール、手順を確実に守ります。 

  ３ 安全を守るための取組について、絶えず見直しを行います。 

  ４ 情報を共有し、安全第一の職場を全職員で築きます。 

平成１８年１０月 １日制定 

平成２３年 ６月 ９日改正  

２ 輸送の安全に関する目標 

＜中期的な目標（平成２５年度の目標）＞ 

      輸送の安全に関する中期的な目標を「川崎市バス事業ステージアップ・プラン」最終年度で

ある平成２５年度末までに、平成１６年度の有責事故（当方に過失のある事故）件数３９件から、

５０％減の２０件以下を目指します。 

３ 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 

輸送の安全の確保に向けた責任ある組織体制について、経営トップ、安全統括管理者、運

行管理者、整備管理者その他必要な責任者を構成員とした、「川崎市バス輸送安全対策推進

組織」を別紙１（１７ページ）のとおり定めています。 

安全方針の掲示
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４ 事故災害に関する報告連絡体制及び指揮命令系統 

自動車事故報告規則に定める、重大事故、若しくは災害等が発生した場合の「事故・災害等

に関する報告連絡体制及び指揮命令系統」を別紙２（１８ページ）のとおり定めています。 

５ 輸送の安全に関する重点施策 

   輸送の安全に関する重点施策を次のとおり定めています。 

(1) 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令等に定めら

れた事項を遵守すること。 

(2) 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うように努め

ること。  

(3) 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じるこ

と。  

(4) 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、局内において必要な情報を伝達

し、共有すること。 

(5) 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確

に実施すること。 

川崎市交通局旅客自動車運送事業安全管理規程第５条から抜粋 

６ 安全統括管理者、安全管理規程 

(1) 安全統括管理者 

輸送の安全を確保するための事業を統括管理するために、道路運送法第２２条の２第２項

第４号の規定により、安全統括管理者を次のとおり選任しています。 

自動車部長  三柴 信雄 

(2) 安全管理規程 

道路運送法第２２条の２の輸送の安全に関する規定に基づき、輸送の安全を確保するため

に遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とした「川崎市交通

局旅客自動車運送事業安全管理規程」を１９ページのとおり定めています。
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Ⅱ 平成２３年度の輸送の安全に関する情報 

１ 平成２３年度の輸送の安全に関する目標と目標達成状況  

目標 有責事故（責任割合１％以上） ２９件以下 （平成 22 年度 32件の 3件減） 

    責任割合 50%以上の事故     ２４件以下 （平成 22 年度 27 件の 3 件減） 

結果 有責事故（責任割合１％以上） ４４件 

    責任割合 50%以上の事故     ４１件 

となり、いずれも目標を達成できませんでした。 

〔事故件数の推移〕                          （単位：件）

H19 H20 H21 H22 H23 

全体事故件数 85 63 75 53 69 

有責事故件数(責任割合 1％以上) 57 37 43 32 44 

責任割合 50％以上の事故 36 23 30 27 41 

〔事故種別件数〕カッコ内は有責事故件数で内数                      （単位：件） 

事 故 種 別 H19 H20 H21 H2２ H2３ 

通行人接触 4 (3) 5(5) 5(5) 2(2) 4(3) 

乗り降り損じ 2 (2) 0(0) 1(1) 0(0) 2(2) 

車内事故 14(14) 7(6) 7(6) 5(5) 14(11) 

衝突による乗客乗員負傷 5 (4) 10(3) 12(7) 11(8) 2(2) 

その他人身事故 1 (1) 1(1) 1(1) 1(1) 2(2) 

人身事故計 26(24) 23(15) 26(20) 19(16) 24(20) 

自動車接触事故 56(30) 38(20) 42(17) 32(14) 39(20) 

建設物接触事故 3 (3) 2(2) 5(5) 2(2) 1(1) 

その他物件事故 0 (0) 0(0) 2(1) 0(0) 5(3) 

対物事故計 59(33) 40(22) 49(23) 34(16) 45(24) 

合      計 85(57) 63(37) 75(43) 53(32) 69(44) 

〔年間走行距離 10 万 km あたりの有責事故発生件数〕

車両数 

（両） 

総走行距離 

（千 km） 

有責事故件数 

（件） 

10 万 km あたりの 

有責事故発生件数(件） 

19 年度 324 12,518 57 0.46 

20 年度 324 12,437 37 0.30 

21 年度 329 12,463 43 0.35 

22 年度 331 12,622 32 0.25 

2３年度 335 12,923 44 0.34 

注 走行 10万 kmあたりの事故発生件数  算式＝事故発生件数÷総走行距離×10万 km 

※ 平成 22年度 10 万 km あたり有責事故発生件数の大都市６公営バス事業者平均：約 0.69 件
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２ 自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故に関する統計 

〔国土交通省へ報告した重大事故件数〕                （単位：件） 

H19 H20 H21 H22 H23 

重大事故件数 7 6 4 4 4 

〔平成２３年度重大事故の内容〕 

事故発生日 発生状況 根拠規定 

４月７日 

交差点にて前車に続き発車した直後、右前方を走行していた自転

車が急に左に寄り停車したため、危険回避のため急ブレーキをか

けたところ、車内着座中のお客様が、座席前の手摺に顔を打ち負

傷 

第２条第７号 

４月２７日 

停留所にて乗降扱いのため停車し、降車客２人目のお客様の光

電ブザーの音が消えたので「降りた」と思い、中扉を閉めたところ、

お客様の右腕が車内に残っていたためドアに挟み、その反動で尻

もちをつき負傷 

第２条第７号 

１２月１０日 
終点駅ターミナルに到着の際、停車前に座席を離れたお客様が、

停車時の動揺でバランスを崩し転倒負傷
第２条第３号 

３月１７日 

交差点手前をタクシーに続いて走行中、交差点の約１５ｍ手前で

右折矢印信号から黄色信号になり、タクシーが停止線を少し超え

た辺りで停車したため、とっさに強めのブレーキと右にハンドルを切

って停車したところ、後方座席に着座中のお客様が前の座席の背

もたれに腹部を打ち負傷

第２条第７号 

※ 第２条第３号に該当する事故とは、死者又は重傷者を生じたもの。（１４日以上の入院、又は入院を要
し治療期間３０日以上のもの等） 

※ 第２条第７号に該当する事故とは、操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作に
より、旅客に１１日以上の治療を要する傷害が生じたもの。 

〔国土交通省へ報告した車両路上故障件数〕 

４２件 （第２条第１１号）

※ 第２条第 11 号に該当する事故とは、自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの 

〔平成２３年度車両路上故障 項目別〕    （単位：件） 

原動機 １３ 走行装置 １ 電気装置 １４ 

動力伝達装置 ７ 緩衝装置 ０ 空調装置 ０ 

制動装置 ２ シャシ補助 ２ 乗車装置 ３ 
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３ 平成２３年度の輸送の安全に関する取組み 

(1) 職員の安全意識向上 

ア 「川崎市交通局安全方針」を職員が理解しやすい内容に改定（平成２３年６月）するととも

に、掲示や研修の機会等を通じて周知 

イ 「輸送の安全に関する目標」及び各月ごとの事故件数について、掲示により周知（毎月） 

ウ 各月ごとに事故防止の主題と強調目標を設定し、営業所事故防止委員会や点呼、掲示

等で周知（毎月） 

エ 安全運行に関する統一調査の実施(日常点検実施状況等１１項目の現況調査、毎月) 

オ 事故警報の発令（６回） 

カ 注意喚起文の掲示（随時） 

キ 点呼による周知（随時） 

ク 営業所での掲示の作成・掲示（随時） 

ケ 営業所事故防止委員会等を活用することによる営業所独自の取組み（随時） 

コ 輸送の安全に関する教育及び研修の実施（後述） 

(2) 輸送の安全に関する教育及び研修の実施 

ア 全体研修

・安全運転研修 

春の法令講習会（５月） 

     秋の法令講習会（９月）  

・模範ＤＶＤの上映 （５月･９月 安全運転研修時） 

・非常用具・車椅子等取り扱い及び飲酒運転防止研修 （１２～１月） 

・高齢者疑似体験研修（７月～９月）  

・グループワーク研修（１１月～３月） 

・乗務員緊急特別研修（８月～９月） 

・乗務員特別研修（１月～２月、３月～） 

イ 個別研修 

・安全運転指導教育（事故惹起者）の個別実施（２３回） 

・特別指導教育（運行ミス惹起者）の個別実施（２８回） 

・エコドライブ実技研修（２回） 

・新規採用乗務員研修（３回） 

     ・職長昇任時研修（1 回） 

ウ 運行管理者等研修 

・運行管理者等一般講習の受講 （２４人） 

   ・運行管理者資格者証取得に向けた基礎講習受講 （６人） 

・交通局主催の営業所職員への運行管理者研修 （２２人） 

・運輸安全マネジメント本局職員向け研修（６１人） 

乗務員特別研修
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(3) 情報の共有化 

・ 「輸送の安全に関する目標」及び各月ごとの事故件数について、掲示により周知(再掲) 

・ ６月（無事故運動実施時）及び１２月（年末年始自動車輸送安全総点検実施時）に「ヒヤリ

ハット情報」を収集し、「事故情報」と併せて、マップを作成し掲示 

・ 輸送の安全に関する情報の共有を図るため、交通局長と運転手、整備職員など営業所 

職員代表との意見交換会を実施（５月・１０月～１１月） 

・ 事故速報の全営業所送付により、営業所間の事故情報の共有を実施 

(4) 一般適性診断の活用 

「ナスバネット」による一般適性診断の実施及び個別指導の実施（１１０人） 

(5) 職員の健康管理の徹底 

・ 定期健康診断の確実な受診 

・ 保健相談員による定期健康診断後のフォローアップ、 産業医による個別指導実施 

(6) 無事故運動等の実施 

 ア 関係機関と連携した各種キャンペーンへの参加 

・ 春・秋の全国交通安全運動 （春：５月１１日～２０日 秋：９月２１日～３０日） 

・ 事業用自動車事故防止コンクールへの参加（６月１日～８月３１日） 

   受賞：井田営業所、菅生営業所、川崎市交通局（貸切） 

・ バス車内事故防止キャンペーン （７月１日～３１日） 

・ 夏の交通事故防止運動  （７月１１日～２０日） 

・ 車内転倒防止チラシ（国交省作成）の車内配付（１１月） 

・ 年末年始自動車輸送安全総点検 

（１２月１０日～１月１０日） 

・ 年末の交通事故防止運動 （１２月１１日～２０日） 

・ 関東運輸局神奈川運輸支局主催の「交通バリアフリー教 

室」への協力（３月１日・塩浜営業所） 

・ 公共交通機関等におけるテロ対策の実施（毎日） 

 イ 交通局独自の「無事故運動」実施 

６月１日～３０日及び２月１日～２９日に、交通局独

自の「無事故運動」を実施し、無事故運動バッチの装着

や所内看板の設置など、啓発活動を行いました。 

ウ 危機管理対策として、警察や消防機関と連携した実地訓 

 練の実施 

・ 宮前警察署、富士見台小学校と合同による、無差別殺

傷事件訓練を実施（７月２２日・鷲ヶ峰営業所） 

      ・ 多摩警察署、多摩消防署と合同による、バスジャック対

策訓練を実施（１２月９日・菅生営業所） 無差別殺傷事件訓練

交通バリアフリー教室
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 (7) 輸送の安全に関する内部監査 

平成２３年度分の内部監査については、経営トップ並びに井田営業所を監査対象として、

平成２４年２月～３月に実施しました。「安全方針の理解度把握」などについて指摘があり、こ

のことを踏まえ、現在業務改善に取り組んでおります。 

 (8) 運行管理体制の充実・強化 

ア 運行管理体制の充実 

・ 経営トップによるマネジメントレビューの実施 

川崎市バス事業経営戦略会議（随時） 

輸送安全委員会（５回） 

・ 「市バス営業所改革アドバイザー」（後述）による点検や改善提案に基づく随時の改善 

・ 内部監査の実施（再掲） 

イ 職員の意識向上 

・ 輸送の安全に関する教育及び研修の実施（再掲） 

・ 運転技能コンクールの実施（１月） 

 運転技術やお客様サービスの向上を図るとともに、使

命感やプロ意識を醸成するために、運転技能コンクー

ルを実施しました。 

 一般道競技では、市民審査員を公募し、審査をしてい

ただきました。 

     ウ 「市バス営業所改革アドバイザー」の配置 

  平成２３年３月から平成２４年２月までの間、民間バス事業者で運行管理等の経験を有す

る２名を「市バス営業所改革アドバイザー」として任命し、塩浜・井田・鷲ヶ峰営業所に交代

で常駐しました。 

  アドバイザーとは月一回意見交換を行い、随時の業務改善に取り組むとともに、一年間

の常駐結果を基に、市バスにおける今後の運行管理の方向性について提言を受けまし

た。 

エ 経路誤り等運行ミス防止対策 

（ア） 平成２３年度は、基本動作の徹底を図る等、内的要因（不注意や思い込みなど、運

転手の意識や動作を改善することで対応できるもの）に重点を置いた対策を実施し、平

成２２年度の半数近くまで減少しました。

〔運行ミスの発生件数〕 

H22 H23 

経路誤り ５８件 ３６件 

そ の 他 １４件 ３件 

計 ７２件 ３９件 

運転技能コンクール
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(イ) 運行ミス防止対策として、主に次のとおり取り組みました。 

・基本動作（車内放送・運行表・方向幕の確認）の徹底 

・グループワーク研修の実施（再掲） 

・乗務員緊急特別研修、乗務員特別研修の実施（再掲）

・本局職員営業所巡回による意識向上・意識の徹底  

・出庫前点呼時における経路の復唱

・運行表の表示内容についての改善 

・営業所の自主的な取組みによる運行ミス防止対策 

・「経路誤り防止対策プロジェクトチーム」による対策の改善 

(ウ) 「川崎市交通局バス運行管理に係る改善委員会」の設置及び答申 

運行ミスの要因や防止対策について、安全運行の確保・向上の観点から検証し、

今後の対策について調査審議することを目的として、学識経験者２名及び市バス営業

所改革アドバイザー２名を委員とする「川崎市交通局バス運行管理改善委員会」

を平成２３年１１月に設置し、平成２４年３月に答申をいただきました。 

市バスでは答申を受けてこれまでの運行ミス防止対策を見直し、運行ミス防

止に取り組みました。

 (9) 輸送の安全に関する予算等の実績額 

輸送の安全に関する費用支出及び投資は、輸送の安全対策が効果的に行われるよう重

点的かつ効率的に行いました。 

区    分 内    容 

バリアフリー対応バスの購入 
ハイブリッドバリアフリー対応バス６両 

最新規制適合バリアフリー対応バス３０両 

バス停留所施設の整備 

停留所上屋１０か所 

照明付停留所標識２０基 

バス停ベンチ５０脚 

輸送の安全性向上 
運行管理体制の強化 

運輸安全マネジメントに基づく取組の推進 

総 額 ８５８，２７０千円

(10) 添乗観察の一部民間委託による充実 

局職員による添乗観察（２０８回）に加え、民間委託による添乗観察を新たに導入して、指

導監督を徹底しました。（直営営業所運転手に対しては一人あたり３回、管理委託先運転手

に対しては一人あたり２回、延べ１，７８０回の添乗実施） 

 (11) その他 

 ア 職員のモチベーション向上策として、次のとおり実施しました。

      ・ 営業所別無事故表彰の実施 

        井田営業所（１００日及び２００日）、 菅生営業所（１００日及び２００日） 
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     ・ 個人別無事故表彰の実施 

       １０年無事故表彰：２７人、２０年無事故表彰：１４人、２５年無事故表彰：１人 

     ・ 標語コンクールの実施 

「静止物との接触事故防止」及び「交通法令遵守」をテーマに実施し、入選者を表

彰するとともに、受賞作を職員に周知しました。

 イ 関東運輸局による行政処分について

   平成２２年度（平成２３年１月１３日）に、関東運輸局により塩浜営業所及び上

平間営業所に対して実施された巡回監査の結果として、翌年度の平成２３年１２月

２０日に次のとおり行政処分を受けました。

（ア）塩浜営業所

処分内容：輸送施設の停止処分１０日車（１両１０日間）

処分理由：「運行管理者に対する適切な指導監督を怠っていたこと」

（イ）上平間営業所

処分内容：輸送施設の停止処分１５日車（１両１５日間）

処分理由：「運行管理者に対する適切な指導監督を怠っていたこと」「軽微事項

に係る運行計画（運行時刻）について事後変更届出を怠っていたこと」

   いずれの営業所においても業務改善を終了し、平成２４年３月１６日、関東運輸

局長あてに改善報告書を提出するとともに、関東運輸局神奈川運輸支局による呼出

監査を受け、改善の確認を行いました。

(12) 平成２３年度の取組み総括 

平成２３年度は、「川崎市交通局安全方針」を、国土交通省が定めた運輸安全マネジ

メントのガイドラインを踏まえつつ、文言を平易化して職員が理解しやすい内容に改

定するとともに、「輸送安全委員会」におけるマネジメントレビューを実施する等、運

輸安全マネジメントの着実な実施に努めました。 

また、運行ミス防止対策と併せて、乗務員特別研修などにより営業所職員と本局職

員の対話の取組みを行うとともに、添乗観察の一部民間委託実施等による指導の充実

を図りました。 

さらに、「市バス営業所改革アドバイザー」の配置や「川崎市交通局バス運行管理改

善委員会」の設置により、運行管理体制や運行ミス防止対策の検証及び改善を行いま

した。 

それらの取組みにより、運行ミスは前年度の半数近くまで減少しました。しかしな

がら、事故削減目標については、衝突による乗客乗員負傷による有責事故が減少する

一方、車内人身事故及び自動車接触事故について、有責事故が増加したことから、達

成に至りませんでした。

その結果を受け、平成２４年度については、特に車内人身事故防止及び自動車をは

じめとする静止物への接触事故の防止について取り組むとともに、運輸安全マネジメ

ントを着実に展開して、輸送の安全性の向上を図ってまいります。 
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Ⅲ 平成２４年度の輸送の安全に関する目標及び計画 

１ 平成２４年度の輸送の安全に関する目標 

(1) 設定目標

平成２４年度は、有責事故の「総件数削減目標」を設定するとともに、新たに「形態別重点

削減目標」を設定します。 

    ア 有責事故の総件数については、平成２３年度の目標と同じく、２９件以下を目標とします。 

 有責事故総件数目標：２９件以下（平成２３年度件数：４４件）

イ 形態別重点削減目標として、昨年度特に増加した車内事故及び静止物接触事故につい

て、重点削減目標を設定します。 

車内人身事故目標：６件以下（平成２３年度件数：１１件） 

静止物接触事故目標：１０件以下（平成２３年度件数：１９件） 

〔有責事故件数の推移〕       （単位：件）

H18 H19 H20 H21 H22 H23 
H2４ 

目標 

H25 

中期 
目標 

有責事故件数 45 57 37 43 32 44 29 以下 
20 

前年度比較 -2 12 -20 6 -11 12 -15 

(2）重点事項

    ア 静止物接触事故の削減 

        駐停車車両等静止物に接触する事故が平成２３年度に増加したため、「車両特性及び安

全確認の徹底による接触事故防止」について重点を置いた取組みを行います。 

      特に、静止物への側面接触、バス車両の尻振りによる静止物接触、静止物に対する追突

事故等の防止に努めます。 

    イ 車内人身事故の削減 

平成２３年度に増加した「車内人身事故」の防止に、重点を置いた取組みを行います。 

特に、乗車客着席前発車による事故、扉挟みによる事故等の防止に努めます。 

２ 目標達成に向けた取組み 

(1) 職員の安全意識向上 

 ア 「安全方針」の周知徹底 

「川崎市交通局安全方針」について、研修等の機会を通じて、周知徹底を図ります。 

イ 目標及び重点事項の周知について 

前述の「設定目標」及び「重点事項」について、点呼や交通安全運動等、様々な機会を 

通じて、周知徹底を図ります。 



川崎市交通局 運輸安全マネジメントに関する取組み 

 - 14 - 

   ウ その他 

安全指導課を中心に、交通局全体で安全意識向上へ取り組んでまいります。 

特に各営業所では、地域特性に即した重点対策目標・重点対策箇所を設定するとと

もに、営業所事故防止委員会等を活用して、自主的な対策に取り組んでまいります。 

 (2) 輸送の安全に関する教育及び研修の実施 

   輸送の安全に関する教育及び研修等については次のとおり実施してまいります。 

ア 全体研修

・安全運転研修（春・秋の法令講習会等） 

・危険予知訓練（ヒヤリハット、事故事例等） 

・車内事故防止・エコドライブ研修 

・非常用具・車椅子等取り扱い講習 

・グループワーク研修 

・健康管理研修（飲酒運転防止等） 

・その他運行管理者による乗務員研修 

     イ 階層別研修 

       ・職長昇任時研修 

       ・乗務員新規採用研修 

       ・5 年毎研修（新規）

ウ 個別研修 

・事故惹起者への安全運転指導教育 

・エコドライブ実技研修（拡大）

・添乗観察結果を活用した特別指導 

エ 運行管理者等研修 

・運行管理者一般講習の受講 

・運行管理者資格者証取得に向けた基礎講習受講 

・運行管理者研修（入門・一般・上級）（拡充）

(3) グループ制の活用 

        職長をリーダーとした「グループ制」の導入により、運転手への情報伝達、グループワーク研

修の実施、輸送の安全についての運転手からの意見収集について実施してまいります。 

(4) 情報の共有化 

事故の分析及びヒヤリハット情報の収集を行い、情報の共有を図るとともに、共有化した

情報を研修等に活用して、事故の削減に取り組みます。 

また、輸送の安全に関する情報の共有を図るため、交通局長と運転手、整備職員など営

業所職員代表との意見交換会、安全統括管理者と営業所職員代表との意見交換会を行うと

グループワーク研修

エコドライブ実技研修
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ともに、グループ制を活用して、輸送の安全について職員の意見を収集して、輸送の安全

性向上に活用してまいります。 

(5) 一般適性診断の活用 

運転適性は、年令、心身条件等の変化に対応して経年的に変化します。市バスでは、一

般適性診断を全運転手に対して 3 年に 1回の周期で実施し、結果をもとに運行管理者によ

る個別指導を行うことで、自らの運転適性を十分理解させ、安全運行に活かします。 

 (6) 職員の健康管理の徹底 

定期健康診断の確実な受診を促すとともに、定期健康診断後にフォローアップ及び産業

医による個別指導を行います。 

(7) 無事故運動等の実施 

関係機関と連携した各種キャンペーンに積極的に参加する

とともに、交通局独自の「無事故運動」を実施します。 

(8) 危機管理への対応 

ア 重大事故通報訓練の実施 

重大事故発生時の通報訓練を実施します。 

     イ テロ対策の実施 

主要停留所等におけるテロ対策巡回を実施する等、対策を行っていきます。 

      ウ バス非常時連絡体制の整備 

災害時においても安定した通信環境の確保が可能となるデジタル方式の無線機を市バス全

車両に配備して、災害時における安定した通信環境を確保するとともに、一斉通報機能により運

行指示の迅速化を図ります。

(9) 輸送の安全に関する内部監査の実施 

平成２４年度は、経営トップ及び営業所（１箇所）を対象に実施します。 

(10) 運行管理体制の充実・強化 

     ア 運行管理体制の充実 

輸送安全委員会の活用や、経営トップによるマネジメントレビューを実施し、運行管理体

制を評価し、必要に応じて見直しや改善を行います。 

また、「市バス営業所改革アドバイザー」から昨年度受けた提言に基づき、 点呼の厳正

な実施、運行管理者の育成など運行管理体制の改善に取り組みます。 

加えて、内部監査を着実に行い、運行管理体制の改善に向けて自主的な取組みを行い

ます。 

無事故運動の実施
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イ 経路誤り等運行ミス防止対策 

「交通局運行管理改善委員会」からの昨年度の答申を受け、基本動作の徹底、出庫直

前の点呼実施、グループワーク研修などを行い、運行ミスの防止に努めます。 

(11) 職員のモチベーションの向上 

運転技能コンクールを開催し、運転手としての使命感やプロ意識の醸成を図ってまいりま

す。 

       また、標語コンクールや、営業所ごとの無事故表彰及び職員への永年無事故表彰を実施す

るとともに、 グループ制を活用して、グループに対してのモチベーションを高める取り組みにつ

いて、検討してまいります。 

(12) 添乗観察の実施 

ア 民間委託による添乗観察の実施 

お客様の視点で、民間委託による添乗観察を実施するとともに、運行管理者による指導を行

い、運転手のレベルアップを図ります。 

     イ 職員による添乗観察の実施 

       プロの視点で、交通局職員による添乗観察を実施するとともに、運行管理者による乗務員指

導を行い、運転手のレベルアップを図ります。 

(13) 人事評価制度の実施 

職員の実績や能力等を適切に評価することにより、職員の職務に対する意欲や向上心を高め

るため、人事評価制度を実施しています。 

(14) 輸送の安全に関する予算等の計画 

       輸送の安全に関する費用支出及び投資は、輸送の安全対策が効果的に行われるよう重点的

かつ効率的に行います。 

区    分 数     量 

バリアフリー対応バスの購入 
ハイブリッドバリアフリー対応バス ６両 

最新規制適合バリアフリー対応バス １両 

バス停留所施設の整備 

停留所上屋 ８基 

照明付停留所標識 ２０基 

停留所ベンチの整備 ５０脚 

輸送の安全性向上 
市バス全車両にデジタル方式無線機導入 

運行管理体制の見直し、運転手研修体系の再構築 等 

総 額 ３１７，５２３千円 
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輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令等系統 

川崎市バス輸送安全対策推進組織 

市バス事業に従事する全職員 

輸 送 安 全 推 進 員

【自動車部各係長】

【運行管理者（営業所副所長・各係長）】

【整備管理者（整備係長）】

経営トップ・現場双方向のコミュニケーション 

安全統括管理者

【自動車部長】

※安全統括管理者代理 安全指導課長

･運行担当係長会議

･安全指導担当係長会議

･車両整備担当係長会議

･営業所事故防止委員会

部 会 

意見・報告

指示・指導

意見・報告

指導監督 意見・報告

統括管理

指揮監督

意見交換

情報伝達
情報共有

輸 送 安 全 委 員 会 

委員長：安全統括管理者

事務局：安全指導課

運行管理業務

整備管理業務等受託

輸送安全推進責任者

【自動車部各課長】

【総括運行管理者（営業所長）】

交通事業管理者

【交通局長】

※交通局長代理 企画管理部長

経 営 ト ッ プ

【市バス経営戦略会議構成員】

報告・相談・連絡
意見・提案

別紙 1 
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事故・災害等に関する報告連絡体制及び指揮命令系統

自動車事故報告規則第２条事故    

報告連絡系統

1 事故速報 (24 時間以内）

2 事故報告書(30 日以内) 

【交通局の主な業務】

1 事故・災害等現場対応

2 乗客・入院先対応

3 市長・副市長報告

4 議会・報道対応

5 国土交通省報告

6 県バス協会等連絡調整

緊急電話連絡

【事故、災害等発生時の連絡方法】

営業所は、交通局本局の勤務時間内のときは自動車部安全指導課に、勤務時間外・休祭日のとき

は、緊急連絡網により本局担当者の自宅又は携帯電話により報告する。

【大規模な事故、災害等発生時の場合】

バスジャック対応マニュアルに記載する緊急対策本部に準じた方式で組織編制する。

国土交通省関東運輸局

神奈川運輸支局

神奈川県バス協会

営 業 所 長

運 行 管 理 者

乗客の救護

11 9 番通報

11 0 番通報

関 係 市 バ ス

営 業 所

交 通 局 長

安全統括管理者

自 動 車 部 長

安全指導課長・運輸課長

事故・災害の発生

乗 務 員

関 連 バ ス 事 業 者

別紙 2 

事故速報・路線

状況の情報提供

凡例 ①指揮命令系統

   ②報告連絡系統


